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5 １　障害者手帳の所持者数

・・・・市民の6.2％（約17人に１人）が身体、知的又は
精神障がいの手帳を所持している状況です。

・・・市民の6.2％（約16人に１人）が身体、知的又は精
神障がいの手帳を所持している状況です。

・対人口割合を修正

医療費助成の対象疾病数が逐次拡大されてきたこと
もあり、・・・・

難病の患者に対する医療等に関する法律（難病法）
に基づき、平成27年1月に特定疾患研究治療事業か
ら指定難病医療費助成制度へと移行し、医療費助成
の対象疾病数が逐次拡大（※）されてきたこともあ
り・・・・

・説明を追加。

なし ※難病法に基づき厚生労働省が定める指定難病
平成27年1月から110疾病、平成27年7月から306疾
病、平成29年4月現在330疾病
※障害者総合支援法の対象となる疾病
平成27年1月から151疾病、平成27年7月から332疾
病、平成29年4月現在358疾病

・本文中、医療費助成の対象疾
病数及び総合支援法の対象とな
る疾病数を追加。

○

なし ※平成24年度までは特定疾患医療受給者証認定延
べ数（人）

・表の下に注意書きを追加。

○

障がい種別ごとにみると、精神障害者保健福祉手帳
所持者が約11％の増加と、身体障害者手帳や療育
手帳の所持者と比較して、増加率が最も高くなってい
ます。

障がい種別ごとの判定区分をみると、身体障害者手
帳や療育手帳所持者は重度の区分5～区分6が多く、
精神障害者保健福祉手帳所持者は区分2～区分3が
多くなっています。障害者総合支援法の対象疾病の
拡大に伴い、難病患者の支給決定者数も大きく伸び
ています。

・本文中、障がい種別ごとの判定
区分についての記載を追加。

・本文中、難病患者の支給決定
者数の伸びについての記載を追
加。

なし ※「難病」…障害者手帳所持者以外を記載。 ・注意書きに、難病の記載を追
加。

○

第5期障がい福祉計画（素案）からの変更箇所一覧

６　特定医療費（指定難病）
受給者証所持者数

14

７　障害福祉サービス支給
決定者数

15

資料２ 
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20
２　精神障がいにも対応し
た地域包括ケアシステムの
構築

＜熊本市の目標＞
【新】保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置
（考え方）
　既存の地域精神保健福祉連絡協議会にサービス
事業者等を加える形で再編し、平成30年度中の設置
を目指す。

＜熊本市の目標＞
【新】保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置
（考え方）
　既存の地域精神保健福祉連絡協議会及び精神障
がい者地域移行支援部会を協議の場とする。

・目標値の考え方を修正

○

22
４　福祉施設から一般就労
への移行等

＜熊本市の目標＞
　就労移行支援事業の利用者数
（目標値）165人
（考え方）
　平成28年度末時点における利用者（137人）の2割
以上（28人）増加を目指す。

＜熊本市の目標＞
　就労移行支援事業の利用者数
（目標値）179人
（考え方）
　平成28年度末時点における利用者（137人）の3割
以上（42人）増加を目指す。

・目標値及び考え方を修正

○

25
訪問系サービス見込量等
確保のための方策

訪問系サービスは、障がいのある方が地域で生活を
送るうえで不可欠なサービスであり、必要なサービス
を提供できるよう継続して実施するとともに、安定した
サービスの提供ができる体制の整備に努める。体制
の整備については、事業所や関係機関とも連携を図
る。

訪問系サービスは、障がいのある方が地域で生活を
送るうえで不可欠なサービスであり、必要なサービス
を継続かつ安定して提供できる体制の整備に努め
る。体制の整備については、訪問系サービスの質の
向上や良質な人材の確保が継続的にできるよう適正
な報酬単価の設定について国へ働きかけるとともに、
各種協議会での協議等を通じ、事業所の人材不足が
少しでも解消できるよう居宅介護事業所等をはじめ公
共職業安定所や雇用関係部局等とも連携しながら訪
問系サービス事業の魅力アップにつながる支援等を
行う。

・見込量確保のための方策につ
いて、具体案を記載。

○

29 （４）就労移行支援

・推計方法及びＨ29実績見込量
と第5期見込量を修正

○

30 （５）就労継続支援（Ａ型）

・Ｈ29実績見込量と第5期見込量
を修正

○

22 20

2,390 2,507 2,623 2,739

4月1日時点の事業所数 21

サービス量 人日/月 3,037 2,394

151 158 165利用者数 人/月 176 137 144

第4期実績 第5期見込量

27年度 28年度
単位

29年度 30年度 31年度 32年度

21 22 20

2,789 2,9713,037 2,394 2,440 2,606

168 179176 137 147 157

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

第4期実績 第5期見込量

48 48

22,213 24,308 26,403 28,499

4月1日時点の事業所数 47

サービス量 人日/月 20,504 21,734

1,469利用者数 人/月 1,005 1,071 1,145 1,253 1,361

単位
第4期実績 第5期見込量

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

47 48 48

23,590 24,75420,504 21,734 21,262 22,426

1,216 1,2761,005 1,071 1,096 1,156

第4期実績 第5期見込量

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度
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31 （６）就労継続支援（Ｂ型）

・Ｈ29実績見込量と第5期見込量
を修正

38 （１）計画相談支援

・推計方法及びＨ29実績見込量
と第5期見込量を修正

40 （３）地域定着支援

・Ｈ29実績見込量を修正

40
相談支援見込量等確保の
ための方策

・・・・事業者の拡充については、実地指導や事業所
指定などの場を捉え、相談支援事業への参入を勧奨
するなどを行うことにより、指定事業所及び相談支援
専門員の確保に努める。・・・・

・・・・事業者の拡充については、すべての指定事業所
において適切な支援が提供できるよう、適正な報酬
単価の設定について継続的に国へ働きかけるととも
に、市が委託する障がい者相談支援センターによる
後方支援強化、更には、実地指導や事業所指定など
の場を捉え、相談支援事業への参入を勧奨するなど
により、指定事業所及び相談支援専門員の確保に努
める。・・・・

・見込量確保のための方策につ
いて、具体案を追加。

○

43 （４）放課後等デイサービス

・Ｈ29実績見込量と第5期見込量
を修正

44 （５）保育所等訪問支援

・第5期見込量を修正

46 48

20,293 22,161 24,030 25,898

4月1日時点の事業所数 40

サービス量 人日/月 17,567 19,164

1,497利用者数 人/月 965 1,046 1,173 1,281 1,389

単位
第4期実績 第5期見込量

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

40 46 48

24,410 26,48617,567 19,164 20,258 22,334

1,411 1,531965 1,046 1,171 1,291

第4期実績 第5期見込量

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

52 804月1日時点の事業所数 24

サービス量 人日/月 8,265

2,506利用者数 人/月 767 1,086

15,493 18,766 22,038 25,31113,711

1,534 1,858 2,182

単位
第4期実績 第5期見込量

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

24 52 80

20,382 23,0798,265 13,711 14,988 17,685

2,018 2,285767 1,086 1,484 1,751

第4期実績 第5期見込量

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

4 5

46 49 53 56

4月1日時点の事業所数 4

サービス量 人日/月 31 22

38 41 44 47利用者数 人/月 25 20

単位
第4期実績 第5期見込量

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

4 4 5

55 6031 22 46 50

46 5025 20 38 42

第4期実績 第5期見込量

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

1,155 1,275 1,395 1,515

4月1日時点の事業所数 37

利用者数 人/月 1,041 1,078

40 50

単位
第4期実績 第5期見込量

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

37 40 50

1,207 1,2501,041 1,078 1,121 1,164

第4期実績 第5期見込量

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

0 42 44 46

4月1日時点の事業所数 18

利用者数 人/月 0 0

18 21

単位
第4期実績 第5期見込量

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

18 18 21

44 460 0 2 42

第4期実績 第5期見込量

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度
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45
６　障害児相談支援の見込
量

・推計方法及びＨ29実績見込量
と第5期見込量を修正

46
障害児相談支援見込量等
確保のための方策

事業者の拡充については、実地指導や事業所指定な
どの場を捉え、相談支援事業への参入を勧奨するな
どし、指定事業所及び相談支援専門員の確保に努め
る。

事業者の拡充については、すべての指定事業所にお
いて適切な支援が提供できるよう、適正な報酬単価
の設定について継続的に国へ働きかけるとともに、市
が委託する障がい者相談支援センターによる後方支
援強化、更には実地指導や事業所指定などの場を捉
え、相談支援事業への参入の勧奨を行うことにより、
指定事業所及び相談支援専門員の確保に努める。

・見込量確保のための方策につ
いて、具体案を記載。

○

50

９　発達障がい者等に対す
る支援
（2）発達障がい者支援セン
ターによる専門的な相談支
援件数

（事業所等機関からの相談件数） （個人への対応も含めた相談支援件数） ・第4期実績及び第5期見込量を
修正

○

50

（2）発達障がい者支援セン
ターによる専門的な相談支
援件数
■第5期計画の見込量にお
ける推計方法

専門的な対応が必要な相談支援件数の平成29年度
実績見込みから算出する。

専門的な対応が必要な相談支援件数の直近の伸び
から算出する。

・推計方法を修正

○

51
発達障がい者等に対する
支援見込量等確保のため
の方策

・・・・人材育成を計画的に行うとともに、協議会を含め
関係機関と連携し、計画的な事業の遂行に努める。

・・・・人材育成を計画的に行うとともに、発達障がい
者支援地域協議会を新たに設置し、発達障がい児者
への支援に向け関係機関と連携し、計画的な事業の
遂行に努める。

・見込量確保のための方策につ
いて、具体案を記載。

○

54 ５　意思疎通支援事業

手話通訳者設置事業
（28年度）6人

手話通訳者設置事業
（28年度）5人

・実績値を修正

56
１０　発達障がい者支援セ
ンター運営事業

・第5期見込量を修正

○

1,012 1,348 1,684 2,020

4月1日時点の事業所数 31

利用者数 人/月 551 671

34 42

単位
第4期実績 第5期見込量

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

31 34 42

1,028 1,147551 671 790 909

第4期実績 第5期見込量

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

カ所 1 1 1 1 1 1

人/日 3 3 3 3 4 4

単位
第４期実績 第５期見込量

発達障がい者支援
センター

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

カ所 1 1 1 1 1 1

人/日 3 3 3 3 3 3

単位
第４期実績 第５期見込量

発達障がい者支援
センター

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

相談支援件数 件/年 2,599 3,317 3,700 4,100 4,500 4,500

単位
第4期実績 第5期見込量
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56

１０　発達障がい者支援セ
ンター運営事業
■第5期計画の見込量にお
ける推計方法

平成28年度の実利用人数に基づき見込み量を算出
する。

直近の実績を踏まえて見込量を算出する。 ・推計方法を修正

○

（協議会の開催見込み数）
　30～32年度　各11回

（協議会の開催見込み数）
　30～32年度　各12回

・第5期見込量を修正

○

※既存の会議（精神障がい者地域移行支援部会）を
活用する。

※既存の会議（地域精神保健福祉連絡協議会・精神
障がい者地域移行支援部会）を活用する。

・表の下の注意書きを修正。

○

１４　広域的な支援事業
地域生活支援広域調整会
議等事業

58

5


